
　　　国保だより 
Public Relations Newsletter MIHARA

12

　
国
民
健
康
保
険
︵
国
保
︶
は
、
被
保
険
者
の
皆
さ
ん
が
病

気
や
け
が
を
し
た
と
き
に
、
安
心
し
て
医
療
が
受
け
ら
れ

る
た
め
の
大
切
な
制
度
で
す
。
被
保
険
者
の
皆
さ
ん
が
医

療
機
関
に
か
か
っ
た
と
き
の
医
療
給
付
の
ほ
か
に
、
医
療

費
が
高
額
に
な
っ
た
場
合
の
高
額
療
養
費
や
出
産
・
死

亡
に
際
し
て
の
現
金
給
付
も
行
な
っ
て
い
ま
す
。

 
 

今
回
は
、こ
れ
ら
の
現
金
給
付
に
つ
い
て
お
知
ら
せ
し

ま
す
。

※上位所得者とは、国保税の課税所得が600万円

以上の世帯、一般とは「上位所得者と市民税非課

税」以外の世帯にあたります。

※同じ世帯で１年間に４回以上高額療養費の支給

を受けたときは、多数該当となり限度額が引き下

げられます｡

※現役並み所得者とは、市民税の課税所得が145

万円以上の70歳以上の世帯の人、一般とは、現役

並み所得者以外の市民税課税世帯の人｡

※現役並み所得者（外来＋入院）が、１年間に４回以

上高額療養費の支給を受けたときは、４回目以降の

自己負担限度額は44,400円に引き下げられます｡
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表１　70歳未満の人の自己負担限度額表２　70歳以上の人の自己負担限度額

4回目以降

83,400円

83，4００円

24,600円35,400円

過去1年間で3回目まで

１50,000円
＋医療費が500,000円を
超えた場合、超えた額の

1%を加算

上位所得者

44,400円一　　般

市民税
非課税世帯

80,100円
＋医療費が267,000円を
超えた場合、超えた額の

1%を加算

 外来＋入院（世帯ごと）

80,100円
+医療費が

267,000円を超えた場合、
超えた額の1%を加算

44,400円

外来(個人ごと)

現役並み所得者


44,400円

24,600円

15,000円

一　　般

市民税
非課税世帯

区分Ⅰ

区分Ⅱ

12,000円

8,000円

8,000円

　
同
じ
月
内
に
医
療
費
の
自
己
負

担
額
が
高
額
に
な
っ
た
と
き
、
自

己
負
担
限
度
額
を
超
え
た
分
が
高

額
療
養
費
と
し
て
支
給
さ
れ
ま
す
。

　
ま
た
、
入
院
す
る
場
合
は
、
事

前
に
﹁
限
度
額
適
用
認
定
証
﹂
の

交
付
を
受
け
、
医
療
機
関
の
窓
口

へ
提
示
す
る
こ
と
に
よ
り
、
窓
口

で
の
支
払
い
が
自
己
負
担
限
度
額

ま
で
で
済
む
た
め
、
一
度
に
高
額

な
費
用
を
準
備
す
る
必
要
が
あ
り

ま
せ
ん
。

※
自
己
負
担
限
度
額
は
70
歳
未
満

の
人
は

、
70
歳
以
上
の
人
は

を
参
照
し
て
く
だ
さ
い
。

限
度
額
適
用
認
定
証
の
交
付
を
受

け
る
場
合

　
入
院
す
る
場
合
や
事
前
に
認
定

証
の
交
付
を
受
け
た
い
と
き
は
、

国
保
の
窓
口
で
交
付
申
請
を
し
て

く
だ
さ
い
。

交
付
対
象
者
　
70
歳
未
満
の
人
と

　
70
歳
以
上
で
市
民
税
が
非
課
税

　
世
帯
の
人

申
請
に
必
要
な
も
の

・
国
民
健
康
保
険
被
保
険
者
証

・
印
鑑

高
額
療
養
費
に
つ
い
て

国
民
健
康
保
険
は
Ὶ加
入
者
の
皆
さ
ん
が
助
け
合
う
保
険
制
度
で
す
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自
己
負
担
限
度
額
を
超
え
て
医
療

費
を
支
払
っ
た
場
合

　
医
療
機
関
で
支
払
っ
た
額
が
自

己
負
担
限
度
額
を
超
え
た
と
き
は
、

申
請
に
よ
り
超
え
た
分
を
高
額
療

養
費
と
し
て
払
い
戻
し
ま
す
。

申
請
に
必
要
な
も
の

・
国
民
健
康
保
険
被
保
険
者
証

・
印
鑑

・
領
収
書

・
通
帳
︵
ゆ
う
ち
ょ
銀
行
を
除
く
︶

自
己
負
担
額
を
計
算
す
る
と
き
は
、

次
の
こ
と
に
注
意
し
ま
し
ょ
う

○
受
診
月
ご
と
に
︵
１
日
〜
末
日
︶

　
計
算
し
ま
す
。

○
入
院
時
の
食
事
代
や
保
険
が
適

　
用
さ
れ
な
い
差
額
ベ
ッ
ト
代
な

　
ど
は
、
対
象
外
で
す
。

70
歳
未
満
の
人
　
　

・
同
じ
人
が
同
じ
月
の
医
療
機
関

　
ご
と
︵
入
院
・
外
来
・
歯
科
に

　
分
け
、
総
合
病
院
は
診
療
科
別
︶

　
に
計
算
し
ま
す
。

・
同
じ
月
に
２
１,
０
０
０
円
以

　
上
の
支
払
い
が
複
数
あ
る
場
合

　
は
、
世
帯
内
の
対
象
者
と
合
算

　
し
て
計
算
し
ま
す
。

70
歳
以
上
の
人

・
外
来
の
場
合
は
個
人
ご
と
に
、

　
入
院
を
含
む
場
合
は
世
帯
内
の

　
対
象
者
と
合
算
し
て
計
算
し
ま

　
す
。

・
医
療
機
関
ご
と
に
分
け
る
必
要

　
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　
次
の
よ
う
な
場
合
、
い
っ
た
ん

全
額
が
自
己
負
担
と
な
り
ま
す
。

申
請
後
に
審
査
決
定
を
受
け
る
こ

と
に
よ
り
、
自
己
負
担
分
を
除
い

た
額
が
支
給
さ
れ
ま
す
。

①
急
病
や
旅
先
な
ど
で
保
険
証
を

持
た
ず
に
診
療
を
受
け
た
と
き

②
医
師
が
治
療
上
必
要
と
認
め
た

コ
ル
セ
ッ
ト
な
ど
の
補
装
具
代
が

か
か
っ
た
と
き

③
海
外
渡
航
中
に
医
療
機
関
に
か

か
っ
た
と
き

申
請
に
必
要
な
も
の

・
国
民
健
康
保
険
被
保
険
者
証

・
印
鑑

・
領
収
書

・
診
療
報
酬
明
細
書
︵
①
・
③
の

　
と
き
︶

・
診
断
書
・
装
着
適
合
証
明
書︵
②

　
の
と
き
︶

・
通
帳
︵
ゆ
う
ち
ょ
銀
行
を
除
く
︶

※
③
を
申
請
す
る
場
合
は
、
翻
訳

し
た
も
の
が
必
要
で
す
。

　
被
保
険
者
資
格
証
明
書
の
交
付

を
受
け
た
世
帯
の
被
保
険
者
が
、

医
療
機
関
な
ど
に
か
か
っ
た
場
合
、

窓
口
で
い
っ
た
ん
全
額
を
支
払
い
、

あ
と
か
ら
申
請
に
よ
り
自
己
負
担

分
を
除
い
た
額
が
支
給
さ
れ
ま
す
。

申
請
に
必
要
な
も
の

・
国
民
健
康
保
険
被
保
険
者
資
格

　
証
明
書

・
印
鑑

・
領
収
書

・
通
帳
︵
ゆ
う
ち
ょ
銀
行
を
除
く
︶ 

                       

　
被
保
険
者
が
出
産
し
た
と
き
に

35
万
円
支
給
さ
れ
ま
す
。
出
産
後

に
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

※
流
産･

死
産
の
場
合
で
も
、
妊

娠
85
日
以
上
で
あ
れ
ば
支
給
さ
れ

ま
す
。

申
請
に
必
要
な
も
の

・
国
民
健
康
保
険
被
保
険
者
証

・
印
鑑

・
母
子
手
帳

・
通
帳
︵
ゆ
う
ち
ょ
銀
行
を
除
く
︶

出
産
育
児
一
時
金
受
取
代
理
制
度

を
利
用
し
て
く
だ
さ
い

　
被
保
険
者
の
出
産
費
用
の
支
払

い
負
担
を
軽
減
す
る
た
め
、
出
産

育
児
一
時
金
を
市
か
ら
直
接
医
療

機
関
な
ど
へ
支
払
う
制
度
で
す
。

　
出
産
予
定
日
の
１
か
月
前
か
ら

申
請
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
事

前
に
保
険
医
療
課
へ
相
談
し
て
く

だ
さ
い
。

※
こ
の
制
度
は
、
保
険
税
の
滞
納

が
な
い
な
ど
の
利
用
制
限
が
あ
り

ま
す
。

　
被
保
険
者
が
死
亡
し
た
と
き
、

葬
祭
責
任
者
に
３
万
円
支
給
さ
れ

ま
す
。

申
請
に
必
要
な
も
の

・
国
民
健
康
保
険
被
保
険
者
証

・
印
鑑

・
通
帳
︵
ゆ
う
ち
ょ
銀
行
を
除
く
︶
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問
い
合
わ
せ
先
　
保
険
医

　
療
課
︵
▹
０
８
４
８
≐

　
６
０
５
０
◃
０
８
４
８

　
≍
２
１
３
０
︶

　
保
険
税
を
口
座
振
替
に
す

る
と
、
納
め
に
行
か
な
く
て

も
よ
く
、
納
付
期
限
も
気
に

し
な
く
て
す
み
ま
す
。
一
度

手
続
き
を
す
れ
ば
、
翌
月
か

ら
自
動
的
に
振
り
替
え
さ
れ

ま
す
。

申
し
込
み
方
法
　
市
内
金
融

　
機
関
へ
納
税
通
知
書
、
通

　
帳
、
通
帳
の
届
け
出
印
鑑

　
を
用
意
し
て
申
し
込
ん
で

　
く
だ
さ
い
。

※
口
座
振
替
納
付
に
限
り
、
ゆ

う
ち
ょ
銀
行
を
利
用
で
き
ま
す
。

療
養
費
に
つ
い
て

出
産
育
児
一
時
金
に
つ
い
て

納
付
は
簡
単
で

便
利
な

口
座
振
替
で

特
別
療
養
費
に
つ
い
て

葬
祭
費
に
つ
い
て


